
委託業務等成績評定要領 

 

（目的） 

第１ この要領は、愛媛県農林水産部、土木部及び総務部（営繕工事に伴うものに限る。）の所掌する委

託業務等の成績評定（以下「評定」という。）に必要な事項を定め、厳正かつ的確な評定の実施を図

り、もって建設コンサルタント等並びに技術者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とす

る。 

 

（評定の対象） 

第２ この要領において評定の対象となる委託業務等（以下「委託業務等」という。）は、次の各号に掲

げる業務とする。 

(1) 地質・土質調査業務共通仕様書に定める地質・土質調査業務及び別に定める基準により定めら

れる単純調査業務（以下「単純調査業務」という。） 

(2) 測量業務共通仕様書に定める測量業務 

(3) 用地調査等共通仕様書に定める用地調査等業務 

(4) 工損調査業務共通仕様書に定める工損調査等業務 

(5) 設計業務等共通仕様書に定める調査業務及び計画業務 

(6) 設計業務等共通仕様書に定める設計業務 

(7) その他発注機関の長が必要であると認める業務 

２ 評定は、委託業務等の目的により、次の各号に掲げる業務に分類して行う。 

(1) 測量業務 

(2) 地質調査業務 

(3) 単純調査業務 

(4) 調査業務及び計画業務 

(5) 設計業務（概略設計及び予備設計） 

(6) 設計業務（詳細設計） 

(7) 設計業務（建築設計） 

３ 評定は、原則として１件の当初業務委託料が 500万円以上の委託業務等について行うものとする。 

 

（評定者） 

第３ 委託業務等の評定者（以下「評定者」という。）は、愛媛県工事検査規程（昭和 63年 4月愛媛県

告示第 509号。以下「検査規程」という。）第４条の規定により検査を命じられた検査員（以下「検

査員」という。）、当該委託業務等を担当する課長又は本庁主幹級の職にある職員（以下「担当課長」

という。）、係長相当職及び監督員（以下「担当係長（監督員）」という。）とする。 

 

（評定の方法） 

第４ 評定は、委託業務等ごと、評定者ごとに独立して的確かつ公正に行うものとする。 

２ 評定の結果は、別記様式第１「委託業務等成績評定表」（以下「評定表」という。）に記録するもの

とする。なお、第２第２項第７号に掲げる業務については、別記様式第１－１「委託業務成績評定表

（建築設計）」に記録するものとする。 

 

（評定の時期） 



第５ 検査員である委託業務等の評定者は完了検査を実施したとき、担当課長及び担当係長（監督員）

である委託業務等の評定者は委託業務等が完了したとき、それぞれ評定するものとする。 

（評定表の提出等） 

第６ 担当係長（監督員）は、検査が実施されるまでに検査員を除く評定を取りまとめのうえ検査員に

提出するものとし、検査員は、この評定に自己の評定を加えて評定点の合計を算出するものとする。 

２ 検査員は、評定を定めたときは、評定表を業務検査調書（検査規程第 22条第３項関係）に付するも

のとする。 

 

（評定結果の通知） 

第７ 出納局長は、評定者から評定表の提出があったときは、速やかに、当該委託業務等の受注者に対し

て、委託業務等成績評定通知実施要領により通知するものとする。 

 

（評定の修正等） 

第８ 出納局長は、第７の通知をした後、当該評定を修正する必要があると認められる場合は、修正し

なければならない。 

２ 出納局長は、前項の修正を行ったときは、速やかに、その結果を当該委託業務等の受注者に通知す

るものとする。 

 

（説明請求等） 

第９ 第７又は第８第２項の通知を受けた者は、通知を受けた日から起算して14日（「休日」を含む。）

以内に、書面により、通知を行った出納局長に対して評定の結果について説明を求めることができ

る。 

２ 出納局長は、前項による説明を求められたときは、書面により回答するものとする。 

 

（再説明請求等） 

第10 第９第２項の回答を受けた者は、回答を受けた日から起算して14日（「休日」を含む。）以内に、

書面により、回答を行った出納局長に対して回答について再説明を求めることができる。 

２ 出納局長は、前項による再説明を求められたときは、工事成績評定等審査委員会の審議を経て書面

により回答するものとする。 

３ 前項の工事成績評定等審査委員会は、別に定める内規に基づき設置するものとする。 

 

（評定結果等の公表） 

第 11 第７又は第８の通知、第９及び第 10 の請求及び回答は、委託業務等成績評定通知実施要領により

速やかに公表するものとする。 

 

附 則  

この要領は、平成２７年４月１日以降に契約を締結する委託業務等について適用する。 

附 則  

この要領は、平成２９年４月１日以降に完了検査を実施する委託業務等について適用する。 

附 則 

この要領は、令和元年５月１日以降に完了検査を実施する委託業務等に適用する。 

附 則 



この要領は、令和２年４月１日以降に完了検査を実施する委託業務等に適用する。 

附 則 

この要領は、令和４年４月１日以降に完了検査を実施する委託業務等に適用する。 

附 則 

この要領は、令和７年４月１日以降に完了検査を実施する委託業務等に適用する。 

附 則 

この要領は、令和７年７月１日以降に完了検査を実施する委託業務等に適用する。 

附 則 

この要領は、令和８年４月１日以降に完了検査を実施する委託業務等に適用する。 

 



 



 

 


